
各種無料相談　各種無料相談　
日…日時　場…場所　定…定員　受…受付場所　問…問合せ　

　相談員が結婚を希望する方の相談に
応じます。
日　15日㈰９時30分～11時30分
場　ふれあい福祉センター相談室兼点
訳室

問　伊奈町社会福祉協議会
　　蕕７２２－９９９０

結婚相談

　行政書士が会社設立、農地転用、各
種許認可、相続、成年後見などの手続
きの相談に応じます。
日　18日（第３水曜）13時～16時
受・問　住民相談室＊２２１３

行政書士相談

　行政相談委員が行政の業務に関する
要望や苦情などの相談に応じます。
日　17日（第３火曜）10時～12時
受・■問　住民相談室＊２２１３

行政相談

  相談員が、子どものしつけや生活に
ついての相談に応じます。
日　13日㈮10時～15時
受・問　伊奈町子育て支援センター
　　　　蕕７２８－３４８２

児童相談     

　これから開業・独立を検討している
方や将来起業（創業）しようとお考え
の方の相談に応じます。
日　８時30分～17時15分（土日祝日休）
場　伊奈町商工会館
問　伊奈町商工会蕕７２２－３７５１

創業相談

　消費生活相談員が消費者契約トラブ
ル等の相談に応じます。
　１度きりの通販購入のつもりが、複
数契約になっていたというトラブルが
多く発生していますのでご注意ください。
日　毎週月～木曜（祝日除く）
　　10時～12時、13時～15時
問　元気まちづくり課＊２２３４

消費生活相談

　民生委員・児童委員が、生活上の迷
い、困りごとの相談に応じます。
日　11日㈬・25日㈬９時～12時
場　ふれあい福祉センター相談室
問　伊奈町社会福祉協議会
　　蕕７２２－９９９０

心配ごと相談

　人権擁護委員が、生活上のトラブル
やもめごと、さまざまな悩み等の相談
に応じます。
日　18日（第３水曜）９時～12時
受・問　人権推進課＊２２４１

人権相談   

　専門の女性相談員が、DV、離婚問
題や生活面の不安なことなど、女性の
抱えるさまざまな悩み等を一緒に考
え、解決する方法を探します。
日　11日・25日（第２・４水曜）
　　10時～12時、13時～14時
　　※相談は１人50分
受・問　人権推進課＊２２４１

女性相談 ※予約優先

　埼玉県から委託された専門の相談支
援員が、経済的困りごとや就職活動支
援等の相談に応じます。
　また、生活保護世帯や生活困窮者世
帯の中学生を対象に高校進学を支援す
る学習教室を開設しています。
〇定期相談会
日　偶数月第２金曜９時～12時
場　役場２階第８会議室
問　福祉課＊２１２６
〇学習教室
問　アスポート相談支援センター埼玉
東部蕕０４８－７２０－８４７５

暮らしの相談

　上尾警察署員が暴力団員等による不
当な行為で困っている方の相談に応じ
ます。
受・問　生活安全課＊２２８４

暴力団被害相談 ※要事前予約

　建築士が住宅リフォ―ム対策につい
ての相談に応じます。
受・問　住民相談室＊２２１３

住宅リフォーム相談 ※要事前予約

　弁護士が契約、相続、交通事故の損
害賠償、訴訟の手続きなどの相談に応
じます。
日　①13日（第２金曜）
　　13時～15時30分
　　②27日（第４金曜）
　　13時30分～16時30分
定　①５名②６名（①②いずれも先着順）
受・問　住民相談室＊２２１３

弁護士による法律相談 ※要事前予約

　不動産鑑定士が不動産の価格等の相
談に応じます。
日　４月４日㈯10時～16時
場　さいたま市浦和コミュニティセン

ター６集会室
問　（公社）埼玉県不動産鑑定士協会
　　蕕７８９－６０００

不動産無料相談会

くらしの相談室
　街の法律家「行政書士」による遺
言・相続・離婚・成年後見等の相談会
です。
日　15日㈰９時～16時30分
定　６名（先着順）
受・問　ゆめくる蕕７２４－０７１７

※要事前予約

住民無料相談室
　相続・遺言・離婚・成年後見など、
身近な問題を埼玉県行政書士会会員に
相談できます。相談は一人１時間まで
です。
日　４月５日㈰９時～12時
定　６名（先着順）　　　
受・問　総合センター
　　　　蕕７２２－９１１１

※要事前予約

　伊奈町商工会とドコモショップ伊奈
学園店が、スマホを便利・安全に使う
ための相談に応じます。
日　25日㈬、4月22日㈬
　　11時～17時
場　伊奈町商工会会議室
対　町内在住・在勤・在学の方（中学

生以下は保護者の方同伴）
問　伊奈町商工会蕕７２２－３７５１

スマホなんでも相談会
※予約優先

　自閉症や発達障害について多くの
方々が関心と理解を深め、障がいのあ
る人もない人もだれもが安心して生き
生きと暮らせる社会にしましょう。県
ホームページでは発達障害についての
情報を掲載しています。
問　福祉課＊２１２２

4月2日は
　　「世界自閉症啓発デー」
4月2日～8日は
　　「発達障害啓発週間」

　他者に対する発言・行動等が本
人の意図に関係なく、相手を不快
にさせたり、尊厳を傷つけたり、
不利益や脅威を与えることをハラ
スメントといいます。
　「相手の気持ちになって考える」
ことを大切にしましょう。
　ハラスメントでお困りのときは、
町で開催している女性相談や人権
相談にご相談ください。
問　人権推進課＊２２４１

ハラスメント
～それって大丈夫？～

診療時間　９時～17時

「伊奈町保健事業のお知らせ」と併せてご覧ください。
内：内容　対：対象　定：定員　持：持ち物　費：費用　申：申込み

問　健康増進課（保健センター）蕕720－5000

休日当番医
月 日 医 療 機 関 名 所 在 地 診 療 種 類 電 話 番 号

３/１
㈰

３/８
㈰

３/15
㈰

３/20
㈷

伊奈病院
尾崎内科クリニック
楢原医院
埼玉県央病院
豊田医院
山﨑医院
埼玉県央病院
ようだ眼科医院
北本共済病院
伊奈病院
府川医院
よしだ整形外科内科
伊奈 entクリニック
埼玉県央病院
福音診療所
埼玉県央病院
伊奈中央病院
林田内科医院
ベニバナファミリークリニック
埼玉県央病院
きたもと内科クリニック

伊奈町
伊奈町
北本市
桶川市
桶川市
北本市
桶川市
桶川市
北本市
伊奈町
桶川市
北本市
伊奈町
桶川市
北本市
桶川市
伊奈町
北本市
桶川市
桶川市
北本市

内/外
内/小
内/胃腸/肛門
内/外
内/小/胃/循
小/内
内/外
眼
内/消/胃/外/整/泌
内/外
耳/アレ
整/内/リハ/皮/リウ
耳/アレ
内/外
耳
内/外
内
内/小/循/消/リハ
内/小/消内/皮/外
内/外
内/消

７２１－３６９２
７２０－１７０１
０４８－５４２－６５８２
７７６－００２２
７２８－２３７７
０４８－５９１－２２４４
７７６－００２２
７７１－８８８０
０４８－５９１－７１１１
７２１－３６９２
７８６－２６７２
０４８－５９０－５７２０
７２４－１１３３
７７６－００２２
０４８－５９２－２８６２
７７６－００２２
７２１－３０２２
０４８－５９２－７７１１
７８７－０００２
７７６－００２２
０４８－592－1641

※受診の際は各医療機
関にお問い合わせく
ださい。
※桶川北本伊奈地区で
広域的に実施してい
ます。
※広報掲載の後、当番
医の変更が生じる場
合もあります。各新
聞の埼玉版休日当番
医欄も参照のうえ、
お出かけください。

３/29
㈰

４/５
㈰

３/22
㈰

11/4
（月・休）

●小児初期救急当番医（月～土曜日20時～22時、祝日および年末年始は除く）
　平日の夜間にお子さんの急病・けがなどが発生した場合、桶川・北本・伊奈
地区の当番医が診療します。
問　伊奈町消防本部・署蕕７２２－８１１１
 ●小児救急電話相談
蕕♯８０００（ＮＴＴのプッシュ回線、携帯電話をご利用の場合）または
蕕８３３－７９１１（ＩＰ電話・ひかり電話・ダイヤル回線をご利用の場合）

小児の急病・けがに休日の歯科当番医
北足立歯科医師会休日診療所
（鴻巣市赤見台１－15－23）
蕕０４８－５９６－０２７５
診療時間
９時30分～12時30分

　大人や子どもの急な病気・けがに看護師が電話で相談に対
応するとともに、お近くの診療可能な医療機関（精神科・歯
科を除く）の案内をします。
蕕＃７１１９（ＮＴＴのプッシュ回線、携帯電話をご利用の
場合）

蕕８２４－４１９９（ダイヤル回線・ＩＰ電話・ＰＨＳをご
利用の場合）

※このほか伊奈町消防本部・署蕕７２２－８１１１でも休日・
夜間に診療の受けられる病院の問い合わせに応じます。

医療機関や薬局の情報を検索できます。
対応可能な疾患や手術実績もわかります。

埼玉県の救急電話相談・
緊急医療機関案内

埼玉県医療機能情報提供システム 検索

24時間365日
　AI（人工知能）を活用し、急な病気やけがの家庭での
対処方法や医療機関への受診の必要性について、チャッ
ト形式のフリー入力で相談に応じます。

特徴
・利用者の相談内容に基づき、可能性のある症状を案内
します。

・利用者が選択した症状について、緊急度を判定します。
・症状によっては家庭での対処法について利用者に助言
します。

・スマートフォンからの利用であれば、
　埼玉県救急電話相談（＃７１１９）
　や１１９番への電話が可能です。

埼玉県AI救急電話相談

埼玉県AI救急相談　検索
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各種無料相談　各種無料相談　
日…日時　場…場所　定…定員　受…受付場所　問…問合せ　

　相談員が結婚を希望する方の相談に
応じます。
日　15日㈰９時30分～11時30分
場　ふれあい福祉センター相談室兼点
訳室

問　伊奈町社会福祉協議会
　　蕕７２２－９９９０

結婚相談

　行政書士が会社設立、農地転用、各
種許認可、相続、成年後見などの手続
きの相談に応じます。
日　18日（第３水曜）13時～16時
受・問　住民相談室＊２２１３

行政書士相談

　行政相談委員が行政の業務に関する
要望や苦情などの相談に応じます。
日　17日（第３火曜）10時～12時
受・■問　住民相談室＊２２１３

行政相談

  相談員が、子どものしつけや生活に
ついての相談に応じます。
日　13日㈮10時～15時
受・問　伊奈町子育て支援センター
　　　　蕕７２８－３４８２

児童相談     

　これから開業・独立を検討している
方や将来起業（創業）しようとお考え
の方の相談に応じます。
日　８時30分～17時15分（土日祝日休）
場　伊奈町商工会館
問　伊奈町商工会蕕７２２－３７５１

創業相談

　消費生活相談員が消費者契約トラブ
ル等の相談に応じます。
　１度きりの通販購入のつもりが、複
数契約になっていたというトラブルが
多く発生していますのでご注意ください。
日　毎週月～木曜（祝日除く）
　　10時～12時、13時～15時
問　元気まちづくり課＊２２３４

消費生活相談

　民生委員・児童委員が、生活上の迷
い、困りごとの相談に応じます。
日　11日㈬・25日㈬９時～12時
場　ふれあい福祉センター相談室
問　伊奈町社会福祉協議会
　　蕕７２２－９９９０

心配ごと相談

　人権擁護委員が、生活上のトラブル
やもめごと、さまざまな悩み等の相談
に応じます。
日　18日（第３水曜）９時～12時
受・問　人権推進課＊２２４１

人権相談   

　専門の女性相談員が、DV、離婚問
題や生活面の不安なことなど、女性の
抱えるさまざまな悩み等を一緒に考
え、解決する方法を探します。
日　11日・25日（第２・４水曜）
　　10時～12時、13時～14時
　　※相談は１人50分
受・問　人権推進課＊２２４１

女性相談 ※予約優先

　埼玉県から委託された専門の相談支
援員が、経済的困りごとや就職活動支
援等の相談に応じます。
　また、生活保護世帯や生活困窮者世
帯の中学生を対象に高校進学を支援す
る学習教室を開設しています。
〇定期相談会
日　偶数月第２金曜９時～12時
場　役場２階第８会議室
問　福祉課＊２１２６
〇学習教室
問　アスポート相談支援センター埼玉
東部蕕０４８－７２０－８４７５

暮らしの相談

　上尾警察署員が暴力団員等による不
当な行為で困っている方の相談に応じ
ます。
受・問　生活安全課＊２２８４

暴力団被害相談 ※要事前予約

　建築士が住宅リフォ―ム対策につい
ての相談に応じます。
受・問　住民相談室＊２２１３

住宅リフォーム相談 ※要事前予約

　弁護士が契約、相続、交通事故の損
害賠償、訴訟の手続きなどの相談に応
じます。
日　①13日（第２金曜）
　　13時～15時30分
　　②27日（第４金曜）
　　13時30分～16時30分
定　①５名②６名（①②いずれも先着順）
受・問　住民相談室＊２２１３

弁護士による法律相談 ※要事前予約

　不動産鑑定士が不動産の価格等の相
談に応じます。
日　４月４日㈯10時～16時
場　さいたま市浦和コミュニティセン
ター６集会室

問　（公社）埼玉県不動産鑑定士協会
　　蕕７８９－６０００

不動産無料相談会

くらしの相談室
　街の法律家「行政書士」による遺
言・相続・離婚・成年後見等の相談会
です。
日　15日㈰９時～16時30分
定　６名（先着順）
受・問　ゆめくる蕕７２４－０７１７

※要事前予約

住民無料相談室
　相続・遺言・離婚・成年後見など、
身近な問題を埼玉県行政書士会会員に
相談できます。相談は一人１時間まで
です。
日　４月５日㈰９時～12時
定　６名（先着順）　　　
受・問　総合センター
　　　　蕕７２２－９１１１

※要事前予約

　伊奈町商工会とドコモショップ伊奈
学園店が、スマホを便利・安全に使う
ための相談に応じます。
日　25日㈬、4月22日㈬
　　11時～17時
場　伊奈町商工会会議室
対　町内在住・在勤・在学の方（中学
生以下は保護者の方同伴）

問　伊奈町商工会蕕７２２－３７５１

スマホなんでも相談会
※予約優先

　自閉症や発達障害について多くの
方々が関心と理解を深め、障がいのあ
る人もない人もだれもが安心して生き
生きと暮らせる社会にしましょう。県
ホームページでは発達障害についての
情報を掲載しています。
問　福祉課＊２１２２

4月2日は
　　「世界自閉症啓発デー」
4月2日～8日は
　　「発達障害啓発週間」

　他者に対する発言・行動等が本
人の意図に関係なく、相手を不快
にさせたり、尊厳を傷つけたり、
不利益や脅威を与えることをハラ
スメントといいます。
　「相手の気持ちになって考える」
ことを大切にしましょう。
　ハラスメントでお困りのときは、
町で開催している女性相談や人権
相談にご相談ください。
問　人権推進課＊２２４１

ハラスメント
～それって大丈夫？～
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